
ヽ
一

0厚 生労働省 健康局 疾病



ヽ
Ｎ

1.肝炎治療促進のための環境整備     137億 円 (152億円)

2.肝炎ウイルス検査の促進 41億円 ( 55億 円)

3.肝疾患診療体制の整備、医師等に対する研修、10億円 (  7億円)

相談体制整備などの患者支援 等

0地域の相談窓日の利便性の向上 (新規)

4。 国民 に対す る正 しい知識の普及啓発     2億 円 (  2億 円)

0職場や地域などあらゆる方面への正しい知識の普及 (一部新規)

5。 研究の推進               49億 円 ( 21億 円)

OB型肝炎の鋼薬実用化等研究事業 (日本再生重点化措置)
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肝炎治療特別促進事業 (医療費助成) 136億 円 (151億円 )

B型・ C型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び
核酸アナログ製剤治療への医療費助成を行う。

実 施 主 体 都道府県

対  象  者 B型・C型ウイルス性肝炎患者

対 象 医 療

・B型・C型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療

<平成23年度内に追加された対象医療>
① B型慢性肝炎に対するペグインターフェロン単独療法

② C型代償性肝硬変に対するペグインターフェロン及びリバビリン

併用療法

③ C型慢性肝炎に対するテラプレビルを含む3剤併用療法
・B型肝炎の核酸アナログ製剤治療

担

額

負

月

己

度

自

限

原則 1万円

(ただし、上位所得階層については2万円)

財 源 負 担 国 :地方=1:1

平成24年度予算案 1361意 円

総 事 業 費 2721憲円



口検査未受診者の解消を図るため、医療機関委託など利便性に配慮 し
た検査体制を整備。

※ 平成24年度も引き続き緊急肝炎ウイルス検査事業を実施

・特定感染症検査等事業における出張型検診の実施

都道府県等が、保健所や委託医療機関で実施している肝炎ウイルス検査につ
いて、出張型の検査も実施することで、検査のよリー層の促進を図る。
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・肝炎ウイルス検診への個別勧奨の実施

40歳以上 5歳刻みの者を対象として、無料で検査を受けることが可能な個別
勧奨メニューを追加し、検査未受検者への受検促進の一層の強化を図る。
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口都道府県においては、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠点病院」を
整備 し、患者、キャリア等からの相談等に対応する体制 (相談センター )

を整備。
・ 2次医療圏に 1箇所程度整備される専門医療機関に相談員を配置

するなどにより、地域の相談窓理の利便性の向上を図る。 (新規 )

・肝疾患診療連携拠点病院においては、肝疾患相談センターで肝硬変 口肝がん
患者を含めた患者、家族等に対する心身両面のケアを行うとともに、医師等
の医療従事者に対する研修等を実施。

口肝炎情報センターにおいては、肝疾患に関する各種の情報提供、
医療従事者に対する研修、その他の支援を実施。



◎ 教育、職場、地域あらゆる方面への正 しい知識の普及啓発
肝炎に関する正しい知識を国民各層に知っていただき、肝炎ウイルスの感染

予防に資するとともに、患者・感染者の方々がいわれのない差別を受けること
のないよう、普及啓発に努めている。
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肝炎患者等支援対策事業(普及啓発部分)

○ 自治体の普及啓発活動に対する補助事業
・ シンポジウム開催、ポスター作成、新聞・中吊り広告

0.9億円(0.9億円)

等

1億円

平成24年 7月 28日 の第 1回 日本肝炎デーイベントを始めとして、通年において、

肝炎に関する正しい知識の普及や差別・偏見の解消などを図る。



「肝炎研究 10カ年戦略」を踏まえ、肝疾患の新たな治療法等の
研究開発を推進する。

ヽ
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肝炎感染予防ガイ ドラインの策定等、肝炎総合対策を推進するた
めの基盤づくりに資する行政的研究を実施する。

1

B型肝炎の画期的な新規治療薬の開発等を目指 し、基盤技術の開
発を含む創薬研究や、治療薬としての実用化に向けた臨床研究等
を総合的に推進。
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肝炎対策
=こ
闘 死 笞 及務 の取組

◇肝炎対策基本指針(抜粋)

(1)今後の取組の方針
① 肝炎ウイルスの新たな感染の予防
② 肝炎ウイルス検査の受検の勧奨
③ 早期に適切な治療の促進
④ 肝炎患者等が不当な差別を受けることのない環境づくり 等

(2)今後取組が必要な事項
① WHO総会において世界肝炎デーの実施が決議されたことを踏まえ、

日本月干炎デーを設定する。
② 公益財団法人ウイルス肝炎研究財団が従来から実施してきた肝lld週間

と連携する。

肝炎対策基本指針を踏まえた取組

○ 日本肝炎デーの設定(7月 28日 )

○ 肝臓週間の変更 (5月 第4週 → 日本肝炎デーを含む1週間)

○ 地方自治体の普及啓発活動
(肝炎患者等支援対策事業 (普及啓発部分)0.9億円)

○ 国の普及啓発活動 (多角的普及啓発事業 1億円)



資 料 8

肝 炎検査受検状況実態把握事業の概要

1 スケジュール

平成 23年 7月  実施法人決定、事業開始
8月  省内協議

10月  総務省事前協議開始
11月  総務省協議終 了
12月  自治体調査 、保険者調査開始

自治体 :1,631件 配布 →  11201件 回収 (736%)
保険者 :1,529件 配布 →  1,020件 回収 (66.7%)

平成 24年 1月  国民調査開始
74,000件 配布 → 23,720件 回収 (32.1%)

2月  集計、分析
3月  事業完 了
4月  報告書提出、公表に向けた準備

2 平成 23年 度肝炎検査受検状況実態把握事業の主な調査項 目
(1)国 民調査

① 肝炎 に対す る認識 の有無

② 肝炎 ウイル ス検査の受検の有無

③  検査受検場所及び受検 のきっかけ

④ 検査の種類や検査結果 による医療機関の受診状況
⑤ 検査を受検 していない理由及び今後の受検意思
⑥ 行政の施策 に対す る希望

⑦ 肝炎 ウイル ス検査の認知度

③  手術、出産 、献血等 の検査機会 の有無 等

(2)保 険者調査

① 保 険適用者数

②  肝炎 ウイル ス検査 の実施状況及び 自己負担 の有無
③ 肝炎 ウイル ス検査 の実施未実施 の理由

④ 肝炎 ウイル ス検査 の実施実績
⑤  保 険者 が行 う普及啓発等の取組状況 等

(3)自 治体調査

① 成人の人 口割合

② 肝炎対策基本法に基づ く計画等 の策定状況

③ 肝炎 ウイル ス検査 に計上 してい る予算額
④ 肝炎 ウイルス検査 の実施実績
⑤  各 自治体が行 う普及啓発等の取組状況 等
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B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の概要
集団予防接種等 (集団予防接種及び集団ツベルクリン反応検査)の際の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの

感染被害の全体的な解決を図るため、当該連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染
した者を対象とする給付金 (下記2.の (1)から(4)までをいう。以下同じ。)の支給、給付金の支給事務を行う法人、給付
金に充てるための基金に関する措置その他所要の措置を講ずる。

1.対象者
(¬ )対象者は、昭和23年から昭和63年までの集団予防接種等における注射器の連続使用により、7歳になるまでの間にB型肝炎ウイル

スに感染した者及びその者から母子感染した者 (特定B型肝炎ウイルス感染者 )

(2)対象者の認定は、裁判上の和解手続等 (確定判決、和解、調停)において行う。

2.畳宝B型肝炎ウイルス感染者を対象とする給付金の支給
(1)特定B型肝炎ウイルス感染者給付金

イ 死亡・肝がん。肝硬変 (重度)            3′ 600万円
口 肝硬変 (軽度)                  2′ 500万円
ハ 慢性B型肝炎 (二の者は除く。)           1′ 250万円
二 除斥期間が経過した慢性B型肝炎

(|)現在、慢性肝炎にり患している者 等 (※ 1)     300万 円  (※ 1)現に慢性肝炎にり患していないが、治療を受けたことのある者
〈li)過去、慢性肝炎にり患した者のうち、(i)以外の者  150万円

ホ 無症候性持続感染者 (への者は除く。)        600万 円
へ 除斥期間が経過した無症候性持続感染者        50万 円

(2)訴訟手当金 :弁護士費用、検査費用を支給
(3)追加給付金 :病態が進展した場合、既に支給した(1)の金額との差額を支給
〈4)定期検査費等(※a:無症候性持続感染者の慢性肝炎又は肝がんの発症を確認するための検査に係る一部負担金相当等 (※ 3)を支給
(5)特 定 B型 肝 炎 ウ イ ル ス 感 染 者 給 付 金 の 請 求 に は 、5年 間 の 請 求 期 限 を 設 け る 。 (※ 2滑子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費、定期検査手当

〈6)給 付金の支給事務は、社会保険診療報酬支払基金が行う。        (※ 3健
爾隆罪」

しくは世帯内感染防止のための医療費の一部負担金又は

3.費 用
社会保険診療報酬支払基金に給付金の支給に要する費用に充てるための基金を設置し、政府が交付する資金をもって充てる。

4.財源 (附則 )

政府は、平成24年度から平成28年度までの各年度において支払基金に対して交付する資金については、平成24年度において必要な財
政上及び税制上の措置を講じて、確保する。

5.見 直 し規 定 (附則 )

施行後5年を目途に給付金の請求の状況を勘案し、請求期限及び財源について検討し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
【公布日】平成23年12月 16日 【施行日】平成24年 1月 13日 (一部の規定については、公布の日から施行)



B型肝糞ウイルス感染者の救済のた
めの特別描置法が施行されました◎
～対銀者の力に。法に基づ薇 金辱が支給されます～

B型肝炎訴訟Dも てヽ

B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用され
たことによつて B型月干炎ウイメレスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害
賠償を求めている集団訴訟です。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協
議を進めた結果、平成 23年 6月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、
基本的な合意がなされました。

今後提訴をされる方々への対応も含めた全体の解決を図るため、「特定 B型肝炎
ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成 24年 1月 13日から
施行され、裁判上の和角旱等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されま
す。

給付金署の国

給付金の金額等は以下のとおりです。

■死亡・肝がん 。肝硬変 (重度) 3′ 600万円
‐ ■月干硬変 (軽度)        2′ 500万円

■慢性肝炎            1′ 250万円 (※ 1)

.   ※ 1 20年 の除斥期間を経過した者については、現在も慢性肝炎の状態にある者等 :300万 円

現在は治癒している者     :150万 円

■無症候性キャリア 50万円+定期検査費等 (※ 2)
※2 20年 の除斥期間を経過していない者については、600万円

(注 ■)「除斥期間」について

「不法行為の時」から20年間を経過すると、「除斥期間」という制度により損害賠償請求権が消滅するこ

ととされています (民法724条 )。

B型肝炎訴訟では、除斥期間の起算点 (「不法行為の時J)lLついては、① 無症候性キャリアの方につ

いては集団予防接種等を受けた日になりますが、② 慢性肝炎を発症した方の起算点は、その症状が発症し

た日になります。

(注 2)除斥期間を経過した無症候性キャリアについて

除斥期間を経過した無症候性キャリアltついては、給付金50万円に加え、以下の費用が支給されます (そ

れぞれ回数に上限があります)。

・定期検査費用 (実費、年 4回まで)

・定期検査手当 (定期検査 1回につき15,000円 、年 2回まで)

・母子感染防止のためのワクチン接種などの費用 (実費)

・世帯内家族の感染防止のためのワクチン接種などの費用 (実費)

1対魚者の日日と甲続き |

対象者の認定は、裁判所による和角翠協議等によって行います (裏面図参照)。
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対象者は、 フ歳になるまでの間における集団予防接種等 (昭和 23年から昭和
63年までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、 B型肝炎ウイルスに持続
感染した方及びその方から母子感染した方 (これらの方々の相続人を含みます。)

になります。

和解協議で提出すべき証拠資料の内容怠ど詳細につきましては、厚生労働省ホー
ムページに掲載している「B型肝炎訴訟の手引き」などをご覧下さい (お住まいの
自治体や医療機関等でも配布しています。)。

裁判所

`Э
国を被告として、国家賠償請求訴訟を提起

(a和解協議手続、和解成立(和解調書の作成)

⑤社会保険診療報酬支払基金
へ給付金等の支給の請求①医療記録等

(証拠)の請求
②各種医療記

録等 (証拠)の

提出
⑥給付金等
の支給医療

機関

など

支払
基金

肝炎ウイルス検査につもヽて

B型肝炎ウイルスについては、集団予防接種等の際の注射器の連続使用を含め、
様々な感染経路があり、かつ、本人の自覚なしに感染している可能1生があります。
このため、過去に肝炎ウイリレス検査を 1回も受けたことがなぃ方については、少な
くとも 1回は肝炎ウイルス検査を受けていただくことが望ましいと考えます。
B型肝炎ウイルス検査は、お近くの保健所や医療機関で無料または低額で受ける

ことができます。詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。

(参考)肝炎の検査についてのパンフレット (厚生労働省作成)は、厚生労働省ホームページか
らダウンロードできます。

厚生労働省では、和解の仕組みを分かりやすくお知らせする「B型肝炎訴訟
の手引き」などの関係資料をホームページに掲載しているほか、電話相談窓回
を設置しています。

厚生労働省ホームページ 【B型肝炎訴訟について】
httDi//WWw mhlw.qO.lp/seisakun tsuite/bunva/kenkou/b― kanen/

【本件に関する照会先】 厚生労働省電話相談窓口
電話 03-3595-2252(年 末年始を除く平日9時～ 17時 )

()厚生労働省
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参 考 資 料 1

肝 炎 対 策 基 本 法 (平成 二十一 年 法 律 第 九十 七 号 )

目次

前文

第一章 総則 (第一条―第八条)

第二章 肝炎対策基本指針 (第九条 。第十条)

第二章 基本的施策

第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進 (第十一条・第十二条 )

第二節 肝炎医療の均てん化の促進等 (第十三条一第十七条)

第二節 研究の推進等 (第十八条)

第四章 肝炎対策推進協議会 (第十九条・第二十条)

附則

今 日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹 (り )患した者が多数存在

し、肝炎が国内最大の感染症となっている。

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化 し、肝硬変、肝がんといったより重

篤な疾病に進行するおそれがあることか ら、これ らの者にとって、将来への不安は計り知れ

ないものがある。

戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道

筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解

決すべき課題が多 く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正 しい理解が、国民すべてに

定着 しているとは言えない。

B型肝炎及び C型肝炎に係るウイルスヘの感染については、国の責めに帰すべき事由によ

りもた らされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。

特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感

染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大

を防止 し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種の際の注射器の連続使用に

よって B型肝炎ウイリレスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において

国の責任が確定している。

このような現状において、肝炎ウイリレスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重 しつつ、これ

らの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層

進めていくことが求め られている。

ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総

合的に推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則
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(目 的 )

第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、

国民及び医師等の責務を明 らかにし、並びに肝炎対策の推進に関す る指針の策定につい

て定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることによ り、肝炎対策を総合的

に推進する ことを目的とする。

(基本理念)

第二条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、   ‐

診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展さ

せること。

二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査 (以下「肝炎検査Jと
いう。)を受けることができるようにすること。

三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者 (以下「肝炎患者等」という。)がその居住す

る地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療 (以下「肝炎医療」という。)を受

けることができるようにすること。

四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患

者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。

(国の責務)

第二条 国は、前条の基本理念 (次条において 「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、

その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(医療保険者の責務)

第五条 医療保険者 (介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医

療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識

の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。     ´

(国民の責務)

第六条 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理

由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、

必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。
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(医師等の責務)

第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、

肝炎

の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、

良質かつ適切な肝炎医療を行 うよう努めなければならない。

(法制上の措置等 )

第八条 政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講

じなければな らない。

第二章 肝炎対策基本指針

(肝炎対策基本指針の策定等 )

第九条 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基

本的な指針 (以下 「肝炎対策基本指針」という。)を策定 しなければな らない。

2 肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

二 肝炎の予防のための施策に関する事項

三 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

四 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

五 、肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

六 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

八 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

九 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。

4 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネ

ットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化 を勘案し、及び肝炎対策の効果 に関す

る評価を踏まえ、少な くとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要がある

と認めるときには、これを変更しなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について準用する。

(関係行政機関への要請)

第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対 して、肝炎対

策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策

であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができ
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る。

第二章 基本的施策

第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進

(肝炎の予防の推進 )

第十一条 国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎

の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

(肝炎検査の質の向上等)

第十二条 国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、

肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保そ
の他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査の受

検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものと

する。

第二節 肝炎医療の均てん化の促進等

(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)

第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療

法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者

の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(医療機関の整備等)

第十四条 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその

状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を

行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項
の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施

策を講ずるものとする。

(肝炎患者の療養に係る経済的支援)

第十五条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることが

できるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものと

する。

(肝炎医療を受ける機会の確保等)             ｀
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第十六条  国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等

に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体

制を確保することその他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施

策を請ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する

研修の機会を確保することその他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要

な施策を講ずるものとする。

(肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等)

第十七条 国及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備

するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族及びこれらの者の関係

者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を請ずるものとする。

第二節 研究の推進等

第十八条 国及び地方公共団体は、革新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発

その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究
1が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の

早期の薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療方法の開発
に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

第四章 肝炎対策推進協議会

第十九条 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第二項 (同条第六項において準

用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会 (以下「協

議会」という。)を置く。

第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。

2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事す

る者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 協議会の委員は、非常勤とする。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。

附 則

(施行期日)
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第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

(肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等)

第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要

性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進その

他治療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるものと

する。

2 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これ

らの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるも   ~
のとする。
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参 考 資 料 2

肝炎対策の推進に関する基本的な指針

平成 23年 5月 16日

目次

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

第 2 肝炎の予防のための施策に関する事項

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

第 4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

第 5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

第 フ 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

第 8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎 とは、月干臓の細胞が破壊 されている状態であり、その原因は、ウイルス性、ア

ル コール′
l■、 自己免疫性等に分類 され、多様である。我が国では、B型肝炎 ウイルス

又は C型肝炎 ウイルス (以下「肝炎 ウイルス」とい う。)感染に起因する月干炎患者が肝

炎 にり患 した者の多くを占めてお り、B型肝炎及び C型肝炎に係る対策が喫緊の課題

となつている。

近年の国におけるB型肝炎及び C型肝炎に係る対策については、平成 14年度以降、

C型肝炎等緊急総合対策を実施 し、平成 19年度には、都道府県に対 し、月干疾患診療連

携拠点病院 (以下 「拠点病院」とい う。)の整備について要請する等の取組を進めてき

た。

また、平成 20年度以降、肝炎の治療促進のための環境整備、肝炎ウイルス検査の促

進、肝炎に係 る診療及び相談体制の整備、国民に対する肝炎に係 る正 しい知識の普及

啓発並びに月干炎に係 る研究の推進の 5本の柱からなる月干炎総合対策を進めてきた。

さらに、研究分野に関しては、平成 20年 6月 に、肝炎の専門家からなる月干炎治療戦

略会議が 「肝炎研究 7カ年戦略」を取 りまとめ、これに基づき肝炎研究に取 り組んで

きた ところである。

しかしながら、肝炎 ウイルスに感染 しているものの自党のない者が多数存在すると

推定 されることや、肝炎 ウイルスに起因する肝炎、肝硬変又は肝がんに係る医療 (以

下 「肝炎医療」とい う。)の体制が十分整備 されていない地域があること等、肝炎医療

を必要 とす る者に適切に肝炎医療を提供 していくためには、いまだ解決すべき課題が

多い。また、肝炎 ウイルスの感染経路等についての国民の理解が十分でないことや、

肝炎 ウイルス検査を受検する必要性に関する認識が十分でないことに加え、一部では、

肝炎 ウイルスに持続感染 している者 (ウイルス性肝炎から進行 した肝硬変又は肝がん

の患者を含む。以下 「肝炎患者等」とい う。)に対する不当な差別が存在す ることが指

‐

1‐
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摘 されている。 このような状況を改善 し、今後、肝炎対策のよリー層の推進 を図るた

めには、国や地方公共団体のみならず、あらゆる関係者が一体 となって、よリー層の

連携を図るこ とが必要である。

本指針は、 このよ うな現状の下に、肝炎患者等を早期に発見 し、また、月干炎患者等

が安心 して治療を受けられる社会を構築するため、国、地方公共団体等が取 り組むベ

き方向性を示す ことにより、肝炎対策のよリー層の推進を図ることを目的とし、肝炎

対策基本法 (平成 21年法律第 97号)第 9条第 1項の規定に基づき策定するものであ

る。

なお、我が国では、現在、肝炎に り患 した者に占める患者数の多 さか ら、B型肝炎

及び C型肝炎 に係る対策が喫緊の課題 となっている。このため、本指針においては、

B型肝炎及び C型肝炎に係る対策に関する事項を定めるものとする。

第 1 肝炎の予防及び肝夫医療の推進の基本的な方向

(1)基本的な考え方

肝炎 (B型肝炎及び C型肝炎をい う。以下同 じ。)は、適切な治療を行わないまま

放置すると慢性化 し、月干硬変や肝がんといったより重篤な病態に進行するおそれがあ

る。このため、肝炎患者等が生活する中で関わる全ての者が肝炎に対する理解を深め、

これ らの者の協力の下、肝炎患者等が安心して生活できる環境づ くりに取 り組むこと

が必要である。

また、肝炎対策は、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、国民の理解、協力を得

て、肝炎患者等を含む関係者が一体 となって、連携 して対策を進めることが重要であ

る。

(2)肝炎ウイルス検査の更なる促進

肝炎 ウイルスの感染経路は様々であ り、個々人が肝炎ウイルスに感染 した可能性が

あるか否かを一概に判断することは困難であることから、全ての国民が、少なくとも

一回は肝炎 ウイルス検査を受検する必要があると考えられる。このため、肝炎 ウイル

ス検査の受検体制を整備 し、受検の勧奨を行 うことが必要である。

(3)適切な肝炎医療の推進

肝炎患者等の健康保持のためには、個々の状況に応 じた適切な治療を受けること

が重要である。

肝炎患者等に対 し、病態に応 じた適切な月干炎医療を提供するためには、専門的な

知識や経験が必要であるため、個々の肝炎患者等は、肝炎医療を専門とする医療機

関 (以下「専門医療機関」という。)において治療方針の決定を受けることが望まし

い 。

また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継続 して適

切な治療を受けることが必要である。

このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわ らず適切な肝炎医療を受けられるよ
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う、地域の特性に応 じた肝疾患診療体制の整備の促進に向けた取組を進める必要が

ある。

また、肝炎 ウイルスをりF除 し又はその増殖を抑制する抗 ウイルス療法 (肝炎の根

治 目的で行 うインターフェロン治療又は B型肝炎の核酸アナログ製剤治療をい う。

以下同じ。)については、月千硬変や肝がん といった、より重篤な病態への進行を予防

し、又は遅 らせることが可能であり、また、ウイルス量が低減することにより二次

感染の予防につながるとい う側面がある。このため、引き続き、抗 ウイルス療法に

対する経済的支援に取 り組み、その効果を検証 していく必要がある。

(4)肝炎医療を始めとする研究の総合的な推進

肝炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変や肝がん といった重

篤な病態に進行する。このため、肝炎医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関する

基礎、臨床及び疫学研究等を総合的に推進する必要がある。

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤 となる行政的な課題 を解決するために必要な研究についても進める必要がある。

(5)肝炎に関する正 しい知識の更なる普及啓発

肝炎 ウイルスは、感染 しても自覚症状に乏 しいことから、感染に気付きにくく、ま

た、感染を認識 していても、感染者が早急な治療の必要性を認識 しにくい。このため、

国民一人一人が自らの肝炎 ウイルスの感染の有無を把握 し、肝炎についての正しい知

識を持つよう、更なる普及啓発に取 り組む必要がある。

さらに、肝炎患者等に対する不当な差別を解消 し、また、感染経路についての知識

不足による新たな感染を予防するためにも、月干炎についての正 しい知識の普及が必要

である6

(6)肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供の充実

肝炎患者等及びその家族等の多くは、肝炎が肝硬変や肝がんといった、より重篤

な病態へ進行す ることに対する将来的な不安を抱えている。また、治療における副

作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な負担に直面することも多い。こ

のため、こうした肝炎患者等及びその家族等の不安や精神的負担の軽減に資するた

め、肝炎患者等及びその家族等への相談支援を行 う必要がある。

また、月干炎患者等及びその家族等を含む国民の視点に立った分か りやすい情報提

供について、取組を強化する必要がある。

第 2 肝炎の予防のための施策に関する事項

(1)今後の取組の方針について

感染経路についての知識不足による新たな感染を予防するため、全ての国民に対

して肝炎についての正 しい知識を普及することが必要である。

また、国は、地方公共団体に対 して、妊婦に対するB型肝炎抗原検査を妊婦健康
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診査の標準的な検査項目として示すはか、各医療機関において、当該検査の結果が

陽性であつた妊婦から出生した乳児に対するB型肝炎ワクチンの接種等の適切な対

応が行われるよう指導を求める等のB型肝炎母子感染予防対策を講じており、引き

続きこの取組を進める。

さらに、B型肝炎の感染はワクチンによって予防可能であることから、水平感染

防止の手段の一つとして、B型肝炎ワクチンの予防接種の在り方について検討を行

う必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎 ウイルスヘの新たな感染の発生を防止するため、日常生活上の感染

予防の留意点を取 りまとめた啓発用の資材や、集団生活が営まれる各施設におけ

る感染予防ガイ ドライン等を作成するための研究を推進する。また、当該研究の

成果物 を活用 し、地方公共団体等と連携を図 り、普及啓発を行 う。

イ 国は、ピアスの穴あけ等血液の付着する器具の共有を伴 う行為や性行為等、感

染の危険性のある行為に興味を抱 く年代に対 して、肝炎についての正 しい知識 と

理解 を深 めるための情報を取 りまとめ、地方公共団体等 と連携を図 り、普及啓発

を行 う。

ウ 国及び地方公共団体は、医療従事者等の感染のリスクの高い集団を中心として、

B型肝炎 ワクチンの有効性、安全性等に関する情報提供を行 う。

工 国は、水平感染防止の手段 としての B型肝炎ワクチン接種の有効性、安全性

等に関する情報を踏まえ、当該ワクチンの予防接種の在 り方について検討を行 う。

第 3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルスの感染状況を本人が把握す るための肝炎 ウイルス検査については、医

療保険者や事業主等の多様な実施主体において実施されていることや、プライバシー

に配慮 して匿名で実施 されている場合があること等から、当該検査の受検状況の実態

を把握す ることは困難な状況にある。しか しながら、肝炎 ウイルス検査体制の整備及

び普及啓発を効果的に実施するためには、施策を行 う上での指標が必要であり、この

ため、従前か ら実施 している肝炎 ウイルス検査の受検者数の把握のための調査に力Πえ

て、肝炎 ウイルス検査の受検率について把握す るための調査及び研究が必要である。

また、肝炎 ウイルス検査の未受検者や、受検 しているが検査結果を正 しく認識 して

いない者等、感染の事実を認識 していない肝炎患者等が多数存在す ることが推定され

る。このため、感染経路は様々であり、本人の自覚なしに感染 している可能性がある

ことを含めて、月干炎に関する正 しい知識の普及啓発を行い、全ての国民が少なくとも

一回は肝炎 ウイルス検査を受検することが必要であることを周知す る。また、希望す

る全ての国民が肝炎 ウイルス検査を受検できる体制を整備 し、その効果を検証するた

めの研究を推進す る必要がある。

さらに、肝炎 ウイルス検査の結果について、受検者各 自が正 しく認識できるよう、
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肝炎の病態等に係る情報提供を行 うとともに、肝炎医療に携わる者に対 し、最新の肝

炎 ウイルス検査に関する知見の修得のための研修の機会を確保する必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、国民の肝炎 ウイルス検査に係 る受検率や検査後の受診状況等について

把握するための調査及び研究を行 う。

イ 国は、現在、地方公共団体が実施主体となつて行つている肝炎 ウイルス検査

について、地方公共団体に対 し、引き続き、検査実施とその体制整備 を要請す

るとともに、肝炎 ウイルス検査の個別勧奨や出張型検診等を推進することによ

り、更なる検査実施を支援する。

ウ 国及び地方公共団体は、住民に向けた月干炎 ウイルス検査に関する広報を強化

する。あわせて、職域において健康管理に携わる者や、医療保険者、事業主等

の関係者の理解と協力の下、引き続き、これらの関係者から、労働者に対する

受検勧奨が行われるよう要請する。

工 国は、多様な検査機会が確保 されるよう、医療保険者が健康保険法 (大正 11

年法律第 70号)に基づき行 う健康診査等及び事業主が労fOl安全衛生法 (日召和 47

年法律第 57号)に基づき行 う健康診断に併せて実施する肝炎 ウイルス検査につ

いては、継続 して実施 されるよう医療保険者及び事業主に対して要請する。ま

た、医療保険者や事業主が肝炎 ウイルス検査を実施する場合の検査結果につい

て、プライバシーに配慮 した適正な通知 と取扱いがなされるよう、医療保険者

及び事業主に対して改めて周知する。

オ 国は、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各 自が、

病態、治療及び予防について正 しく認識できるよう、肝炎の病態、治療及び予

防に関する情報を取 りまとめ、地方公共団体等 と連携を図 り、普及啓発を行 う。

力 国及び地方公共団体は、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウイルス

検査の結果について、受検者に適切に説明を行 うよう要請する。また、国は、

医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明状況等に

ついて、実態把握のための調査研究を行 う。

キ 国は、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎情報センター (以下 「月干

炎情報センター」 とい う。)に対 し、国立国際医療研究センターの中期 目標及び

中期計画に基づき、拠点病院において指導的立場にある医療従事者に対 して、

最新の知見を踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に関する研修が行われるよう要請

す る。

第 4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルス検査の結果、診療が必要 と判断された者が医療機関で受診 しない、ま

た、た とえ医療機関で受診 しても、必ず しも適切な月干炎医療が提供されていない とい

う問題点が指摘されている。
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このため、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療を受けることができる体

制 を整備す るため、拠点病院を中心として、「都道府県における肝炎検査後月千疾患診

療体制に関するガイ ドライン」 (平成 19年全国 C型肝炎診療懇談会報告書)に基づ

き、拠点病院、専門医療機関及びかか りつけ医が協働する仕組みとして、地域におけ

る肝炎診療ネ ッ トワークの構築を進める必要がある。また、地域や職域 において健康

管理 に携わる者を含めた関係者の連携の下、肝炎患者等に対する受診勧奨及び肝炎 ウ

イル ス検査後のフォローアップを実施することにより、肝炎患者等の適切な医療機関
への受診を進める必要がある。

また、肝炎患者等が、働きながら継続的に治療を受けることができる環境づくり

に向けて、引き続 き、事業主、職域において健康管理に携わる者及び労働組合を始

めとした関係者の協力を得 られるよう、必要な働きかけを行 う必要がある。

さらに、肝炎患者等の経済的負担軽減のための抗 ウイルス療法に係 る月干炎医療費

助成の実施及び月干炎医療に係 る諸牛」度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を

推進する。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、地方公共団体 と連携 して、肝炎患者等が個々の病態に応 じた適切な肝炎

医療を受けられるよう、肝炎 ウイルス検査後のフォローアップや受診勧奨等の支

援を地域や職域において中心 となって進める人材の育成 を推進する。また、肝炎

患者等に対す る情報提供や、拠′点病院、専門医療機関及びかか りつけ医の連携等

に資するため、肝炎の病態、治療方法、肝炎医療に関する制度等の情報を取 りま

とめた手帳等を肝炎患者等に対 して配布する。

イ 国は、地域や職域において健康管理に携わる者が肝炎患者等に対 して提供する

ために必要な情報を取 りまとめ、地方公共団体や医療保険者等 と連携を図 り、普

及啓発を行 う。

ウ 国は、肝炎情報センターが拠点病院の医療従事者を対象 として実施する研修を

効果的に進めるための技術的支援を行 う。また、国及び都道府県は、拠点病院が

行 う研修について、より効果的な実施方法等について検討 し、研修内容の充実を

図る。

工 国は、地域における診療連携の推進に資する研究を行い、その成果物を活用 し、

地域の特性に応 じた診療連携体制の強化を支援する。

オ 国は、職域における肝炎患者等に対する理解を深めるため、肝炎の病態、治療

方法及び肝炎患者等に対する望ましい配慮についての先進的な取組例等の情報

を取 りまとめ、各事業主団体 と連携を図 り、普及啓発を行 う。

力 国は、就労を維持 しなが ら適切な肝炎医療を受けることができる環境の整備等

について、各事業主団体に対 し、協力を要請する。

キ 国は、肝炎医療費助成制度、高額療養費制度、傷病手当金、障害年金等の肝炎

医療に関する制度について情報を取 りまとめ、地方公共団体 と連携を図 り、拠点

病院の肝疾患相談センタニを始めとした医療機関等における活用を推進する。
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ク 肝炎情報センターは、肝炎医療に係る最新情報、拠点病院及び専門医療機関等

の リス ト並びに拠点病院において対応可能な月千炎医療の内容に関して情報収集

を行い、当該情報を肝炎情報セ ンターのホームページに分か りやす く掲載するこ

と等により、医療従事者及び国民に向けて可能な限り迅速に周知を図る。

第 5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎 ウイルスヘの新たな感染を防止 し、肝炎医療の水準を向上させるためには、

肝炎の予防及び医療に携わる人材の育成が重要である。

このため、肝炎 ウイルスヘの新たな感染の発生の防止に資するよう、月干炎の感染

予防について知識を持つ人材を育成するとともに、肝炎ウイルス感染が判明した後

に適切な肝炎医療に結びつけるための人材を育成する必要がある。

また、肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、

適切な治療方針の決定や患者に対 し的確な説明を行 う上で非常に重要であるため、

肝炎医療に携わる者の資質向上を図る必要がある。

さらに、地域における肝炎に係る医療水準の向上等に資する指導者を育成するこ

とが必要である。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎 ウイルスヘの新たな感染の発生を防止するため、日常生活上の感染

予防の留意′点を取 りまとめた啓発用の資材や、集団生活が営まれる各施設におけ

る感染予防ガイ ドライン等を作成するための研究を推進する。また、当該研究の

成果物を活用 し、地方公共団体等 と連携を図 り、普及啓発を行 う。 (再掲)

イ 国は、地方公共団体と連携 して、肝炎患者等が個々の病態に応 じた適切な肝炎

医療を受けられるよう、肝炎ウイルス検査後のフォローアップや受診勧奨等の支

援を地域や職域において中心となって進める人材の育成を推進する。 (再掲)

ウ 国は、肝炎情報センターに対 し、国立国際医療研究センターの中期 目標及び中

期計画に基づき、拠点病院において指導的立場にある医療従事者に対 して、最新

の知見を踏まえた肝炎検査及び月干炎医療に関する研修が行われるよう要請する。

(再掲 )

工 国は、肝炎情報センターが拠点病院の医療従事者を対象 として実施する研修を

効果的に進めるための技術的支援を行 う。また、国及び都道府県は、拠′点病院が

行 う研修について、より効果的な実施方法等について検討 し、研修内容の充実を

図る。 (再掲)

第 6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実績

を総合的に評価、検証するとともに、今後、行政的な課題を解決するために必要な研
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究を実施 してい く必要がある。

また、月干炎対策を総合的に推進するための基盤 となる肝炎研究を推進するとともに、

将来の肝炎研究を担 う若手研究者の育成を行い、肝炎研究の人的基盤の拡大を目指す。

さらに、肝炎研究について、国民の理解を得 られ るよう、分か りやすい情報発信を

推進する必要がある。なお、研究成果の公表に当たつては、差別や偏見を招 くことの

ないよ う、十分に配慮す るものとする。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、「肝炎研究 7カ年戦略」に基づ く肝炎研究を一層推進するとともに、そ

の研究成果について評価、検証を行い、肝炎対策推進協議会に報告す る。

イ 国は、肝炎研究分野において、若手研究者の人材育成を積極的に行 う。

ウ 国は、「肝炎研究 7カ年戦略」に基づく肝炎研究に加え、月干炎対策の推進に資

することを目的 として、以下の行政的な研究を行 う。

(ア )日 常生活上の感染予防の留意点を取 りまとめた啓発用の資材や、集団生活

が営まれる各施設における感染予防ガイ ドライン等を作成するための研究

(イ )医療機関において手術前等に行われる肝炎 ウイルス検査の結果の説明状況

等について、実態を把握するための研究

(ウ )地域における診療連携の推進に資する研究

(工)職域における肝炎患者等に対する望ま しい配慮の在 り方に関する研究

(オ)具体的な施策の 目標設定に資する肝炎、肝硬変及び肝がん等の病態別の実

態を把握するための調査研究

(力 )肝炎患者等に対す る偏見や差別の実態を把握 し、その被害の防止のための

ガイ ドラインを作成するための研究

(キ)その他肝炎対策の推進に資する研究

工 国は、月干炎研究について国民の理解を得 られるよう、当該研究の成果について

分か りやす く公表 し、周知を図る。

第 7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎は重篤な疾病であ り、肝炎医療に係る医薬品を含めた医薬品の開発等に係 る

研究が促進 され、薬事法 (昭和 35年法律第 145号)の規定に基づ く製造販売の承

認が早期に行われるよう、治験及び臨床研究を推進 し、さらに、肝炎医療のための

医薬品を含めた、特に医療上必要性が高い医薬品及び医療機器が速やかに医療現場

に導入 されるよう、審査の迅速化等の必要な措置を講 じる必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎医療の医療水準の向上等に資す る新医薬品の開発等に係る研究を推

進す る。

イ 国は、肝炎医療に係 る新医薬品を含めた医薬品開発等に係 る治験及び臨床研究
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を推進する。

ウ 国は、肝炎医療に係る新医薬品、新医療機器等について、優れた製品を迅速に

医療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の充実強化等を

図る等承認審査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進する。

工 国は、肝炎医療に係る新医薬品等の うち、欧米諸国で承認等されているが国内

で未承認の医薬品等であつて医療上必要性が高いと認められるものについて、関

係企業に治験実施等の開発要請の取組を行 う。

オ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等の うち、医療上の有用性等の要件を満たす医

薬品については、優先して承認審査を進める。

第 8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎に係 る正 しい知識については、国民に十分に浸透 していないと考えられる。こ

うした中において、月千炎 ウイルス検査の受検を勧奨 し、また、肝炎ウイルスの新たな

感染を予防するためには、全ての国民に対して、肝炎の予防、病態及び治療に係る正

しい理解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する必要がある。

また、早期に適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る正 し

い知識を持つことができるよう、普及啓発及び情報提供を積極的に行 うとともに、肝

炎患者等が、不当な差別を受けることなく、社会において安心して暮 らせる環境づ く

りを目指 し、肝炎患者等とその家族等、医療従事者、事業主等の関係者 を始めとした

全ての国民が、肝炎について正 しい知識を持つための普及啓発を推進する必要がある。     |

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、平成 22年 5月 の世界保健機関 (WπO)総会において、世界肝炎デー

の実施が決議 されたことを踏まえ、日本肝炎デーを設定する。あわせて、国及      |
び地方公共団体は、財団法人ウイルス肝炎研究財団が従来から実施 してきた 明干

臓週間」と連携 し、肝炎に関する集中的な普及啓発を行 う。

イ 国及び地方公共団体は、あらゆる世代の国民が、肝炎に係る正 しい知識を持

つための普及啓発を行 う。

ウ 国及び地方公共団体は、国民に対 し、近年、我が国における感染事例の報告が

ある急性 B型肝炎 (ジェノタイプAlは、従来に比 し、感染が慢性化することが

多いとされていることに鑑み、母子感染や平L幼児期の水平感染に加 えて、性行為

等により感染する可能性があり、予防策を講 じる必要があることについて普及啓

発を行 う。

工 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診勧奨を行 うため、医療保険者、医

師その他の医療従事者の団体、職域において健康管理に携わる者の団体、事業

主団体等の協力を得て、肝炎の病態、知識や肝炎医療に係る制度について普及

啓発を行 う。

オ 国は、月干炎患者等、医師等の医療従事者、職域において健康管理に携わる者、
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事業主等の関係者が、それぞれにとって必要な情報を取 りまとめ、普及啓発を

行 う。

力 国は、就労を維持 しながら適切な肝炎医療 を受けることができる環境の整備等

について、各事業主団体に対 し、協力を要請す る。 (再掲)

キ 国は、地域の医療機関において、肝炎に係 る情報提供が適切になされるよう、

肝炎情報センターに対 し、情報提供の機能を充実 させるよう要請する。

ク 国及び都道府県は、拠点病院の肝疾患相談センターを周知するための普及啓発

を行 う。

ケ 国は、医療保険者や事業主が肝炎 ウイルス検査を実施する場合の検査結果につ

いて、プライバシーに配慮 した適正な通知 と取扱いについて、医療保険者及び

事業主 に対 して改めて周知する。 (再掲 )

コ 国は、肝炎患者等に対する偏見や差別の実態を把握 し、その被害の防止のため

のガイ ドラインを作成するための研究を行い、その成果物を活用 し、地方公共

団体 とi41‐ 携を図り、普及啓発を行 う。

第 9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

(1)肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実

ア 今後の取組の方針について

肝炎患者等及びその家族等が、肝炎医療を受けながら、生活の質の向上を図る

ことができるよう、相談支援体制の充実を図 り、精ネ申面でのサポー ト体制を強化

す る。また、肝炎患者等が不当な差別 を受けた場合、肝炎患者等一人一人の人権

を尊重 し、不当な差別を解消するため、適切な対応を講 じることができる体制づ

くりを進 める必要がある。

イ 今後取組が必要な事項について

(ア)国は、都道府県と連携 して、肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減する

ための情報提供を進めるとともに、肝炎患者等及びその家族等 と、医師を始

め とした医療従事者 とのコミュニケーションの場を提供する。

(イ )国は、肝炎情報センターに対 し、拠点病院の相談員が必要 とする情報につ

いて整理 し、積極的に情報提供が行われるよう要請する。

(ウ )国は、地方公共団体 と連携 して、法務省の人権擁護機関の人権相談窓日の

周知を図る。

(2)肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在 り方

肝炎から進行 した肝硬変及び肝がんは、根治的な治療法が少なく、また、患者の高

齢化が進んでいる現状がある。このため、肝硬変及び肝がん患者の不安を軽減するた

めに、以下の取組を講 じるものとする。

ア 国は、肝硬変及び肝がんを含む月干疾患について、「月干炎研究 7カ年戦略」に基

づ く研究を推進する。あわせて、国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんを含

む肝疾患に係 る肝炎医療の水準の向上等を図るため、医療従事者への研修等人材
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育成を推進する。

イ 国は、都道府県と連携 して、月干炎から進行 した肝硬変及び肝がん患者を含む肝

炎患者等及びその家族等の不安を軽減するための情報提供を進めるとともに、肝

炎患者等及びその家族等 と、医師を始めとした医療従事者 とのコミュニケーショ

ンの場を提供する。

ウ 平成 22年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法 (昭和 24年法律第 283

号)における身体障害 として、新たに肝臓機能障害の一部について、障害認定の

対象 とされた。その認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法とそれ

らに伴 う医療については、自立支援医療 (更生医療)の対象となってお り、引き

続 き当該措置を継続する。

工 国は、肝炎から進行 した月干硬変及び肝がんの患者に対する更なる支援の在 り方

について検討する上での情報を収集するため、肝硬変及び肝がん患者に対する肝

炎医療や生活実態等に関する現状を把握するための調査研究を行 う。

(3)地域の実情に応 じた肝炎対策の推進

都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、都道府県単位での肝炎対策

を推進するための計画を策定する等、地域の実情に応 じた肝炎対策を講 じるための体

制を構築 し、管内市区町村 と連携 した肝炎対策を推進することが望まれる。

また、地方公共団体は、積極的に、国を始めとする他の行政機関との連携を図 りつ

つ肝炎対策を講 じることが望まれる。

(4)国民の責務に基づく取組

肝炎対策基本法第 6条の規定に鑑み、肝炎対策は、肝炎患者等 とその家族等を含

めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要があり、以下の取組を進めることが重

要である。

ア 国民一人一人が、肝炎は放置すると月干硬変や肝がんとい う重篤な病態へと進

展する可能性があり、各人の健康保持に重大な影響をもたらし得る疾病である

ことを理解 した上で、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検 し、自身の肝

炎 ウイルス感染の有無について、早期に認識を持つよう努めること。

イ 国民一人一人が、肝炎 ウイルスヘの新たな感染の可能性がある行為について

正 しい知識を持ち、新たな感染が生 じないよう行動すること。また、肝炎ウイ

ルスの感染に関する知識が不足 していること等により、肝炎患者等に対する不

当な差別や、それに伴 う肝炎患者等の精神的な負担が生 じることのないよう、

正 しい知識に基づ く適切な対応に努めること。

(5)肝炎対策基本指針の見直 し及び定期報告

肝炎対策基本法第 9条第 5項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状

況の変化を勘案 し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごと

に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけ
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れ ばならない。」とされている。

本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために基本 と

なる事項について定めたものである。今後は、本指針に定める取組を進めていくこと

となるが、国、地方公共団体等における取組について、定期的に調査及び評価を行い、
jlli炎 をめぐる状況変化を的確に捉えた上で、必要があるときは、策定か ら5年を経過

す る前であっても、本指針 について検討をカロえ、改正するものとする。なお、本指針

に定められた取組の状況は、肝炎対策推進協議会に定期的に報告するものとする。

‐
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事 務 連 絡

平成 23年 7月 1日

各都道府県衛生主管部 (局)御中

厚生労働省健康局疾病対策課

肝炎対策推進室

肝炎治療特別促進事業における運用の一部変更について

標記事業につきましては、日頃より御尽力いただき、厚く御ネL申 し上げます。

今般、本年 6月 1日 の薬事 。食品衛生審議会医薬品第一部会において、ペガ

シス皮下注 90μ g及びコペガス錠 200mgに ついて、両薬剤を併用した場合の C
型代償性肝硬変に対する効能追加が了承 され、本日、薬事承認 。保険適用 とな

りました。

これにより、ペグインターフェロン・リバビリン併用療法のうち、ペガシス・

コペガス併用療法については、C型代償性肝硬変についても保険適用 となり、

本事業の助成対象にも含まれることになりますので、御承知おきいただきます

ようお願いいたします。

なお、上記運用の一部変更に係る肝炎治療特別促進事業実施要綱等の改正は

ございません。また、肝炎治療受給者証の交付申請書 と申請に係る診断書につ

きましては、現行の様式をそのまま使用 して差し支えありません。
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健疾発0926第 1号

平成 23年 9月 26日

各都道府県衛生主管部 (局 )長 殿

,ぜ肝l  li

厚生労働省健康局疾病対策課
キ

:卜

 .

「月T炎治療特別促進JI業 の実務上の取扱いについて」の一部改正について

標記事業については、平成 20年 3月 31日 健疾発第 0331003号 本職通

知 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いJに より行われているところである

が、今般、その一部を別1添 「新 1日 対照表」のとお り改正 し、平成 23年 9月 26
日より適用することとしたので通知する。

なお、本通力1に より新たに対象医療 としたB型慢性活動性肝炎に対するペグイ

ンターフェロン製剤を用いた治療に対する医療給付の申請については、特例的な

取扱いとして、平成 23年度末日までに中請 した者について、本通知適用日まで

遡及する取扱いとして差 し支えないものとする。

肝炎治療特卿1促進事業の実務上の取扱い

[景欲 撃諄勇6日 健疾発∞%第 1』

1 医療給付の申請について

「感染症対策特別促進事業について」 (平成 20年 3月 31日 健発第033100

1号厚生労働省健康局長通知)の別添 5「肝炎治療特別促進事業実施要綱J(以
下 「実施要綱」という。)の 3に定める医療の給付を受けようとする者 (以下
「中請者」という。)は、別紙様式例 1-1か ら1-4に よる肝炎治療受給者

証交付中請書 (以下 「交付中請書」という。)に 、別紙様式例 2-1か ら2-
4に よる肝炎治療受給者証の交付申請に係る医gFの診断書、申請者の氏名が

記載された被保険者証等の写し、申請者及び中請者 と同一の世帯に属するす
べての者について記載のある住民票の写し並びに申請者及び申請者 と同一の

世帯に属する者の地方税法 (昭 和 25年法律第 226号 )の 規定による市町村

民税 (同 法の規定による特別区民税を含む。)の 課税年額を証明する書類を添

えて、中請者が居住する都道府県知事に中請するものとする。

ただし、例外的に助成期間の延長が必要となる受給者については、一定の

要件を満たす必要があるため、あらかじめ、当該受給者から別紙様式例 1-
5に よる有効期間延長申請書を提出させるものとする。また、日1作用等の要

因により受給者証の有効期間延長が必要 となる受給者については、当該受給

者から別紙様式例 1-6に よる有効期間延長中詣書を提出させるものとする。

なお、核酸アナログ製剤治療については、医,Tが 治療継続が必要 と認める

場合、更新の中計を行 うことができるものとする。

2 対象患者の認定について

都道府県知事は、実施要綱の 7に定める認定を行 う際には、認定協議会 (以

下 「協議会」という。)に意見を求め、別添 1及び別添 2に定める対象患者の

認定基準 (以下 「認定基準」という。)に より適正に認定するものとする。

なお、インターフェロ/治療で、本事業により2回 日の助成を受けようと

する者についス,も 同様とする。

3 自己負10限度額階層区分の認定について

自己負担限度額階層区分については、中請者が属する住民票上の ll帯 のす
べての構成員に係る市町村民税課税年額を合算 し、その額に応じて認定する

ものとする。

ただし、申計者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養



―
い
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関係にない者 (配偶者以外の者に限る。)に ついては、中請者からの申請 (別

紙様式例 3)に基づき、当該世帯における市町村民税課税午額の合算対象か

ら除外することを認めることができるものとする。

4 肝炎治療受給者証の交付等について

(1)肝炎治療受給者証

都道府県知事は、対象患者を認定したときは、速やかに当該患者に対し、

別紙様式例 4-1か ら4-3に よる肝炎治療受給者llT(以下 「受給者証」と

いう。)を交付するものとする。

(2)交付申請書等の取扱い

都道府県知事は、交付申請書を受理したときは受理した日 (以下「受理日」

という。)か ら速やかに当該申請に対 し、その可否を決定し、否とした場合に

は具体的な理由を付してその結果を中請者に通知するものとする。

(3)肝炎治療受給者証の有効期間

受給者証の有効期間は 1年以内とし、原lllと して交付中請書の受理 日の属

する月の初日から起算するものとする。

5 対象患者が負 lnす べき額について

(1)実施要綱の 6の (2)のアにより対象患者が保険医療機関等 (健康保険法

(大正 11年法律第 70号)に規定する保険医療機関ヌは保険薬局をいう。

以下同じ。)に支払うべき額が、実施要綱の 6の (2)のイに定める額 (以下
「自己負担限度額」という。)に満たない場合は、その全額を負担すべきもの

とする。

(2)高 齢者の医療の確保に関する法律 (昭 和 57年法律第 80号 )の規定によ

る被保険者については、同法上の患者負In額 の範囲内で、実施要綱の 6の (2)
のイに定める額を限度とする一部負担が生じるモ〕のとする。

6 自己負l● 限度月額管理の取扱い

(1)都道府県知事は、受給者に対し、別紙様式例 5に よる肝炎治療自己負担限

度月額管理票 (以 下 「管理票」という。)を交付するものとする。

(2)管理票の交付を受けた受給者は、肝炎治療を受ける際に受給者証とともに

管理票を保険医療機関等に提示するものとする。

(3)管 理票を提示された保険医療機関等は、受給者から自己負担額を徴収した

際に、徴収 した自己負担額及び当月中にその受給者が肝炎インターフェロン

治療及び核酸アナログ製All治療について、支払った自己負担の累積額を管理

票に記載するものとする。当該月の自己負ltの 累積額が自己負担限度月額に

達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。

なお、当該自己負担限度月額は、インターフェロン治療と核酸アナログ製

剤治療を併用する者 の場合であっても、両治療に係る自己負担の合算額に対

する1人当たりの限度月額としてIFxり 扱 うものであること。

(4)受給者から、当該月の自己負担の累積額が自己負 l● 限度月額に達 した旨の

記載のある管理票の提出を受けた保険医療機関等は、当該月において自己負

担額を徴収しないものとする。

7 都道府県外へ転出した場合の取扱いについて

受給者証を所持する患者 (以 下 「受給者」という。)力 、`都道府県外へ転出
し、転出先において )ヽ引 き続き当該受給者llTの 交付を受けようとする場合に

l■ 、転出日の属する月の翌月末日までに、転出前に交付 されていた受給者証

の写し等を添えて転出先の都道府県知事に届け出るものとする。転出先の都

道府県は、当該届出を受理 した旨を転出元の都道府県に伝達するとともに、

転出日以降、費用を負担するものとする。

なお、この場合における受給者証の有効期間は、転出前に交付されていた

受給者証の有効期間の終期までとする。

8 対象医療及び認定基準等の周知等について

都道府県知事は、本事業の適正な運用を確保するために保険医療機関等に

対して本事業の対象医療及び認定基準等の周知に努めなければならない。

また、都道府県は、保険医療機関等に対 して定期的な指導・ F/J言 を行 うよ

う努めるとともに、適正な治療が実施されていない保険医療機関等に対して、

本事業における適正化の推進に必要な措置を計じるものとする。

9 その他

都道府県知事は、必要に応 じて、本事業のより効果的な運用に資するため

の情報収集等を行うことができる1)の とする。



(別添 1)

l B型 慢性肝疾患

(1)イ ンターフェロン治療について

HBe抗原陽性でかつ HBVDNA陽性のB型1曼性活動性肝炎でィンターフェ

ロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの

合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限つては、

HBe抗原陰性のB型 1■性活動性肝炎も対象とする。)

※ 上記において2回 目の助成を受けることができるのは、前回の治療がペグインターフ

ェロン製剤による治療でない者が同製剤による治療を受ける場合とする。

(2)核酸アナログ製剤治療について

B型肝炎 ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認 されたB型慢性肝疾患で

核酸アナログ製剤治療を行 う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施 中の者

2 C型慢性肝疾患

(1)イ ンターフェロン単All治療及びインターフェロン+リ バビリン併用治療につ

いて

HClr・RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治

療を行 う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併の

ないもの

※ 上記において2回 日の助成を受けることができるのは、以下の①、②のいずれにも該

当しない場合とする。

① 前回の治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリンlll用療法によ

る48週投与をイテつたが、36週 日までにHCVRNAが 陰性化しなかつたケース

② 前回の治療において、ベグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投

与が行われたケース

準基定認

(男J添 2)

助成期間の延長 に係 る取扱い

1 例外的に助成期間の延長を認める場合は、下記によるものとする。ただし、

少量長期投与については、対象としない。

(1)CI.l慢性肝炎セログループ 1型かつ高ウイルス量症例に対する、ペグ

インター :7ェ ロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件
を満たし、医師が 72週投与が必要と半1断する場合に、6か月を限度とす
る期間延長を認めること。

(2)副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休上期間が

ある場合、最大 2か月を限度とする期間延長を認めること。ただし、再

治療 (再投与)については、対象としない。

※ (1)及び (2)について各 該々当する場合には、最大1年 8か月を限度とす

る期間延長を認める。

2 上記 1の (1)におけるr一 定の条件」を満たす場合は、下記によるものと

する。

(1)前回の治療において、ペグインターフェロン及び リバ ビリン併用療法

48週 を行い、36週 目までに HCVRNAが 陰性化 したが再燃 した者で、

今回の治療において、「HCVRNAが 36週 までに陰性ィビした症例Jに該当

し 48週 プラス 24週 (ト ータル 72週 間)の延長投与が必要と医師が判

断 した場合。

(2)(1)に 該当しない者であり、今回の治療において、「投与FFn始後 12週

後に HCV=RNA量が前値 (※ )の 1/100以 下に低下するが、HCVRNA
が陽性 Ceal time PcR)で、36週までに陰性化 した症例」に該当し48

週プラス 24週 (ト ータル 72週間)の延長投与が必要 と医師が判断 した

場合。

※ 前値 1治療Fnl始約半年11～ 直前までのHcVRNA定量値。

参考)平成 22年 3月 ■在、ペグインターフェロン製剤添付文書中、重要な基本的

注意において、F48週 を超えて投与をした場合の有効性・安全性は確立してい

ない。』旨の記載がある。

‐
時
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(]l紙様式Fl1 1-1)

肝炎治療受給者証 ( 新規  ・ 更新 )交 付申請書

( インターフェロン治療  . 核酸アナログ製剤治療 )

申

　

　

請

者

ふ り が /r

氏 名 性 男 女

生 年 月 日
巽翠     年    月    日 職   業

住 所 (電話         )

カロ  入

医 療

保 険

被保険者氏名 の
柄

しＬ者請申
続

保 険 種 別 協・ 肛 共 口・ 後
の
号い一

被
記

被 保 険 者 証
発 行 機 関 名

所  在  地

病 名

本助成制度
利 用 歴

1 あり      2 なし

受給者証番号 (          )

有効期間 (平成  年  月  日～平成  年  月  日)

保ヌ

険は

医保

療険

機薬

関局

名   称

所 在 地

名 称

所 在 地

明

ロ

説

エ

て
フ

い
』

つ
タ

に
ン

等
イ

師
ので

、珈

グ
た
規

口
し
新

ナ
ま
＜

ア
し
の

酸
意
＞

核
同
療

・
に
治

療
と
剤

治
こ
製

ン
る
グ

ロ
け

ロ

エ
受
ナ

フ
を
ア

一
療
酸

夕
治
核

ン
　
ヽ
・

イ
け
療

＜
受
治

を
ン

申請者氏名

平成  年  月  日

殿

Ｉ
Ｎ
ω
ｌ

°
1墓1こ

`菫

互L岳こ総 ミL翼ざ t践‰誤糧阜、:のは、次
の酢を満たした始

[IB定 要件]l B型 慢性肝疾患
前回の治療がペグインターフェロン製剤による治療でない者が同製知による治療を受ける
場合

2 C型慢性肝疾患
以下の①、②のいずれにも腋当しない場合
①前回の治療において、十分量のベグインターフェコン及びソバどリン併用療法による

“週投与を行ったが、36週 目までにHCV RNAか 陰性化しなかったケース
②前回の治錬において、ペグインターフェロン及びリバピリン併用瞭法による 72週投与
が行われたケース

に
1墨1こ重菫菫多島晨《欝J」1り115昇爵』彗til鶴私i糧i″

は`次の酔を満たした場合
[認定要件]l B型 慢性肝疾患

前回の治療がペグインターフェロン製剤による治療でない者が同製剤による治療を受ける
場合

2 C型慢性肝疾患
以下の①、②のいずれにも該当しない場合

①前回の治療において、十分量のペグインターフェコン及びリバビツン併用療法による 43

週投与を行つたが、36姻 目までに HCL7・RNAが 陰性化しなかつたケース
②前回の治療において、ベグインターフェロン及びリバピリン併用療法による η 週投与
が行われたケース

(別 紙様式例 1-2)

月T炎治療受給者証 (イ ンターフェロン治療)交付申請書

申

請

者

よ り が な

氏 名 性  別 男   女

生 年 月 日
昭
平

明
大 午 月 日 職   業

住 所 (電話         )

加  入

医 療

保 険

被保険者氏名 申 請 者 と の
統    柄

保 険 種 別 協 組・ 共 同 後
被保険者証の
記 号 ・ 番 号

証
名

者
関

険
機

保
行

被
発

所  在  地

病 名

本助成制度
利 用 歴

1 あり      2 なし

受給者証番号 (          )

有効期間 (平成  年  月  日～平成  年  月  日)

保又

険は

医保

療険

機薬

関局

名   称

所 在 地

名   称

所 在 地

同薔じまIこあ辱〔漱蝙 道曇『鷺界蜆翌幅等のヽ弊鵠峰ti青
申請者氏名               印

平成  年  月  日

知事 殿



(別 紙様式例 1-3)
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(lll紙 様式例 1-4)

肝炎治療受給者証 (核酸アナログ製剤治療)(新規・更新)交付申請書

申

請

者

ふ り が lA

氏 名 性 男 女

生 年 月 日 巽翠     年   月    日 職   業

rt 所 (電話         )

カロ  フ、

医 療

保 険

被保険者氏名 申 請 者 との
統    柄

保 険 種 別 協 組 共 回・後
被保険者証の
記 号 ・ 番 号

被 保 険 者 iI
発 行 機 関 名

所  在  地

病 名

莉助鷲
制罷

1 あり      2 なし

受給者証番号 (          )

有効期FH5(平成  年  月  日～平成  年  月  日)

保又

険は

医保

療険

機薬

関局

名 税ヽ

所 在 地

名 称

所 在 地

に
交

と

，
こ
新

る
更

け

・

受
規

を
新

療
ｉ

治
の

け
療

受
治

を
剤

明
製

説
グ

て
ロ

い
ナ

つ
ア

に
酸

等
核

用
く

作
証

副
者

・
給

果
受

効
療

の
治

療
炎

治
肝

剤

ヽ

製
で

。

グ
の
す

口
た
ま

ナ
し
し

ア
ま
請

酸
し
申

核
意
を

同
付

中請者氏名

平 成 年

知事

肝炎沿療受給者証 (核酸アナログ製剤治療)更新申請書

申

請

者

氏 名 性  ■11 男  女

生 年 月 日 哭寧    牟   月   日   1職  業
|

住 所 (電話         )

加 入

医 療

保 険

被保険者氏名 申 請 者
続

と の
柄

保 険 種 別 協 組 共・国・後 の
号

姜̈
被
記

被 保 険 者 証
発 行 機 関 名

所  在  地

病 名

本助成制度
利 用 歴

1 あり      2 なし

受給者証番号 (          )

有効期間 (平成  年  月  日～平成  年  月  日)

保又

険は

医保

療険

機薬

関局

名  称

所 在 地

名   称

所 在 地

辞慇頚t晃

“

暴p蘇愛8徽番ぉど暫滞 薔ゝ明蹄轟;ヽあ留蘇嘗ヽ峰li彎
中請者氏名               印

平成  年  月  日

知事 殿
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(別紙株式例1-1、 1-3、 1-4の事面)

【肝炎核酸アナログ製剤治療の更新申請に係る医師の

“

硼

1紀載内容の有効期間は、E'日から起算しrOか月以内です。
2更新時青

=Fデータは配載日前3か月以内の資料に基づいて記載してください。
3前回申請時データが不明の場合は、前回申講時以降の確認できる範国内のもつとも古い7~‐をla載して

“

さい。
4 ra入漏れのある場合は2定できないことがあるので、ご注意ください。

(別紙様式例 1-5)

注1)本申請書は、OOO都道府県に申請してくださし、

2)延長は、現行有効期間に引き続く6か月を限度とします。

3)記入漏れがある場合などは、認定されないことがありますのでご注意ください。

診断年月
成

月

手和．
年

昭 前医
(あれば記
載する.)

岬 名

医師名

検査所見

18型肝炎ウイル
スマーカー
(1)HB4記原

HB●抗原
H6o抗体

(2)HBV―DN暉

2血液検査
AST
ALT
血小板数

O口鰤 及び肝
生検などの所見
ll寺屁すべき所見があ
れlI●●fる .)

は査日:1早「
澪電ξ

~Ъ
 口)

(該当する方を0で日む。)

(■・―〉
(+ ―)

(+・ ―)

___(単位:   、測定法    )

(検査日:平成  年  月  口)

=‖チ柵 酬 :=ヒ |

―

/μ l(施鳳φ薔準IL;_～
一

)

`検

査 日:平成  年  月  日)

奥 町晴直近テー タ

(検査 日:平成  年  月  日)

(該 当する方を0でEIむ。)

(キ ー)

(+・ ―)

(+ ―)

___(単位:   、測定法    )

(検査日: 平成  年  月  日)

≡朔朧菫難:≡I」
(検

=口
;平成  年  月  日)

診断

該当番号を0で囲0.
1慢LET☆     (B型肝炎ウイルスによる)

2代慣性肝硬変  (B型肝炎ウイルスによる)

●非機慣性肝蜃
= (B型

肝炎ウィルスによる)

治療内容

1

0
4
5 (具体的に記載 してください。                  )

敲当する方を0て田む.

前回中請時からの治颯薬剤の変更  1あ り      2な し
1あ りに0の場合
笙菫前稟剤名(        )  変更日(平成  年  月  日】

●凛 卜n田 瓢 占

上記のとおり、日型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療の経続力協要であると認めます。

医療機間名及び所在地

医師氏名

記載年月日 平成  年  月  日

印

(注 )

肝炎治療受給者証 (イ ンターフェロン治療)有効期間延長申請書

(申請者記載欄)

OOO知事 殿

私は、インターフエロン投与期間を、48週を超えて最大72週まで延長することに

ついて、治寮の効果 副作用等に関し、医師から十分説明を受け、同意しましたので、

肝炎治療受給者証 (イ ンターフェロン治療)の有効期間延長を申請します。

※ 以下の項目す
^て

に記入の上、署名・捺印してください。

記載年月日

申請者氏名

性  別

生年月日

現 住 所

電話番号

平成   年  月

(フ リガナ)

男 ・ 女

大正・昭和・平成  年

〒    ―

(

日生 (満  歳)

) 印

※ お手持ちの肝炎治療受給者証 (イ ンターフェロン治療)を確認の上、記入してください

受給者聟顎ロロロロロロロ)

現行有効期間(開始平成   年 月 日～終了平成   年 月 日)



Ｉ
Ｎ
Ｏ
Ｉ

(担当医記載欄)

※ 以下の事項をすべて確認の上、

記載年月日   平成

医療機関名 (

その所在地 ((〒   ―

担当医師名 (

署名 捺F「 してください

年  月  日

)

)

)

)印
確認 額

※ 担当医師|ま 、該当する場合、共道項目の日、かつ、(1)若しくは(2)の口にチェックを入れてくださ|、

(枷 問延長の認定には、共通項月のすべての口、かつて1)若しくはで2)のすべての口にチメックが入つて
'ち

こと力必要で九 )

)について、C型慢性肝炎セログループ1かつ高ウ
イルス量症例へのペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、

(共通項目)

□ 申請者の診断名は、「c型肝炎ウイルスに伴う慢性肝炎」である。

□ 申請者の治療前ウイルス型とウイルス量については、セログループ1かつ高ウイルス量である。

□ 申請者の変更後の治療は、標準的治療期間である48週間に連続して24週間を延長するもので、治療開始

から最大で72週間である。

[変更後の予定期間:(開始:平成 年 月～終了:平成  年 月予定)]

(1)前回の治療において、ベグインターフェロン及びり′`ビリン併用療法 48週を行い、36週 目までに Hc■RNA

が陰性化したが再燃した者て、『今回の治療において、HCV― RNAが投与開始後 36週までに陰性化した症

例に該当する。』と認められるので48週プラス24過 (トータル,2週間)の投与期間延長が必要であると判断

する。

口 申請者は、前回の治療において、ベグインターフェロン及びり′ヽビリン併用療法 40週を行い、36週目までに

HOV RNA力 鴨 性化した力`再燃した者である。

口 申請者は、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法をBT3始 し、本申請時、当該治療を継続的に実施中で

あり、現在治療開始後(  )週目て経続中である(一時体薬期間は除く。)。

口 申誇者の治療経過につし,て、下記項目を満たす症例と判断されること。

投与開始後、継続的に治療を続け、

投与開始後 36週までにHc■ RNAが陰性化。(一 時休薬期間は除く。)

(2)(1)に 該当しない者で、『今回の治療で、投与開始12週後にHCV― RNA量が前値の 1/110以下に低下するが、

HC‐RNAが陽性(ReJ ume PcRiで、36週までに陰t4Lした症例に該当する。』と認められるので、48週プラ

ス24週 (トータル72週間)の投与期間延長が必要であると411断する。

口 申請者は、ペグインターフェロンおよびり′くビリン併用療法の標準的治親(48週間)を開始し,本申請時、当

該治療を経続的に実施中でありt現在治療開始後(  )週日で継続中である(一時体菓期間は除く。)。

口 申講者の治療経過について、下記項目を満たす症例と判断されること。

投与開始後、継続的に泊療を続け、

・投与 12週後は、Hc■ R,もへが陽性のままであり、かつ、HCV RNA量 力`前値の 1/100以 下に低下
・投与 36週までにHCV― RNAが陰性化(一時休薬期間は除く。)。

(注)ペグインターフェロン製剤添付文書 匡 用上の注意】の重要な基本的注目 において、「本剤を48週を超え

て投与した場合の安全性・有効性は確立していない。」とする記載がある旨、十分留意してください。

申請者(        、フリガナ:

(別紙様式例 1-6)

(副作用等延長用)

肝炎治療,1給者証 (イ ンターフェロン治療)有効期間延長申請書

(申請者記餃欄)

OOO知事 殿

私は、インターフェロン投与期FB5に おいて、副作用等の要因にょり、当初の治療予定期間を
超える可能性があるため、肝炎治療受給者証 (イ ンターフェロン治療)の有効期間延長を申請
します。

以下の項目にす′ヾて記入の上、署名・捺印してください

記載年月日 平成

申請者氏名(フ リガナ) )印
性  別  男・ 女

生年月日  大正  昭和 ・ 平成  年 月 日生 (満

現 住 所  =F  ―

電話番号        (    )

お手持ちの月干炎t稼受給者証 (イ ンターフェロン治療)を確認の上、ご記入ください

受給者番号([1□ □ □ □ □ □ )         ・

現行有効期間(平成  年 月 日～平成  年 月 日)

(担当医記載lEl)

申請者(_________:フ リガナ

期間において、副作用等の要因により、当初の治療予定期間を超える (計 2か月までの延
長)可能性があるため、1千炎治療受結者証 (イ ンターフェロン治療)の有効期間延長が必
要であると判断する。

記載年月日

医療機関名

その所在地

担当医師名

平成 年

(注)なお、副作用等の要因について、都道府県担当者より確認の連絡をさせてぃただく
ことがありますのでご了承ください。

年

歳 )

)について、インターフェロン投与

一
Ｔ

注 1)本 申請書は、000tF・道府県に申請 してください。
2)延長は、舅初 期間に引き続く2か月を限度とします。
3)記入漏れがある場合などは、認定されないことがありますのでご注意ください。



(別ltH弐Ol12-1)

肝炎治療受給者証(インターフエロン治療)の交付申請に係る診断書 (新規) (別紙株式例2-2)

肝炎治療受f.・者証(インターフェロン治療)の文付申請に係る診断書(2回 目の制度利用)

１
一
Ｎ
Ｉ

フ |リガナ

窟者■名

性別 1        生年月日(年齢)

男・女
昭

平

明
大 年  月  日

=   (騎
  歳)

住所

邸便番号

電話番号       (、  ́   )

診断年月
成

月
平和．

年
昭 前医

(あれば記
載する)

医療機関名

医師名

検奎所見

1儡ittη完雲露生72鵬
を記入する。

(1)HB6抗 原 〈+・ ―) (検査日:平成  年  月  日)

(2)HBe抗原 (+・ ―)HDe抗体 (+・―) (検査口i駒■  年  月  日)

(3)HB■ DNA定二 ___(単位:   、測定法    )(検 査日:平成  年 月 日)

2●型肝炎ウイルスマーカー (検査日:平成  年  月  日)

8鵬 藁石πレ

"世

し),セ』栽 グループ凛 鰐 よる方を0で国0
3血 液検査 (検査 日:平成  年  月  日)

AST    ___Iu/,  (施 設の基準値 i___～    )

淋根数 三=プβ 艦3謀魁t=1=」
4画像診断及び肝生検などの所見 (特掟すべき所見があれば記載する

'は
=日

:平成  年  月  日)

診 断

該当番号を0で日む
1 慢性肝炎   (日 型肝炎ウイルスによる)

2慢 性肝炎   (c型 肝薇ウイルスによる)

● 代IR性肝硬壼 (C型肝炎ウイルスによる)

肝がんの合併 肝がん   ヽあり  2な し

治療内容

該当番号を0で国む。
1 インターフェロンα製剤単独
2インターフェロンβ製剤単独
3ベグインターフェコン製剤単独
4インターフェロンα製剤+リバビリン製剤
5インターフェロンβ製剤+リバビリン製剤
6ペグインターフェロン製剤+リ バビリン製剤
フその他 (具体的に

“

載してください。                  )

治療予定期間     遭  (平成  年   月～17威   年  月
'

記

"年
月日 平成  年  月  日

医療機関名及び所在地

医師氏名                          印

フリガナ

患者氏名

4gl l  __     生年月日(年齢)

昭

平

明
大 年  月  日 生   (満   歳 )男・女

住所

郵使番号

電話番号

診断年月
昭
驚
平
着 |(ぁ増懇鷺戦)

医療機関名 医師名

前回の治察歴

酸当する方にチェックする。
(1)B型慢性活動性肝炎の場合
口 前回の治療はベグインターフェロン製剤ではない。

(2)0型 慢性肝炎またはC型代慣性lT硬変の場合
□ 以下の①、②Otゞれにも該当しない。

Э前回の治療において、十分量のベグインターフエロン及びリバビリン併用療法の40週投与を行つr_が、
86週目までにHCV―RNAが陰性4ヒしなかったケース

Э前回の治療において、ベグインターフエロン及びリバビリン併用療法によるフ2颯投与が行われたヶ―ス

検査所見

今回のインターフェロン治瞑開始前の所見を811入 する。
1 6鰤 炎ウイルスマーカー

(1,HB8抗 原 (+・ ―)(検 査 口1平成  年  月  日)

(2)H8o抗原 (+― ,HBe抗体 (+・ ―) (検査 日:平成  年  月  日,

(3)HDV― DNA定量 ___(単 位 :  、測定法    )(検 査 日:平成  年  月  日)

20型 肝炎ウイルスマーカー  (検査日:平成  年  月  日)

(1)HC17 RNA定 量 ___(単 位:   .測 定法         )
(2)ウイルス型 セロタイプ(グループ)1・セロタイプ(グループ)2 (該当する方を0で囲む。)

3血液検査 (検査日: 平成  年  月  日)

A釘    ___:uノ 1   範 設の鋼 :___～
―

)

ALT    ___lu/1   伽戯 の基準値 :___～ ___)
血小板数  ___ノ μl  (施 設の基準値 :___～___'

4画像診断及び肝生検などの所見 (検査 日:平成  年  月  日)

(所見 :                                         )

診断

該当番号を0で囲む。
1慢性肝炎(B型肝炎ウィルスによる)

2慢 性肝炎(C型肝炎ウイルスによる)

3代 慣性肝罹変 (0型肝炎ウイルスによる)

肝がんの合併 肝がん  1 あり  2なし

治療内容

該 当番号を0で口む は 3のみ が対象 )。

1 インターフェElン

2インターフェロンβ
0ベグインター

0ペグインターフェロン製剤+リバビリン製剤
7その他 (具体的に記載 : )

治療予定期間     週  (調■  年  月～平成  年  月)

苔 ■豪 卜4h F_l旱百占

医療機関名及び所在地                         
記載年月日 平成  年  月  日

医師氏名                           印

(注 )
(注 )1 診断書の有効期間は、記載 日から起算して0か 月以内です。 1診断書の有効期間は、記載 日から起算して●か月以内です。2 HB9抗 原、HOo抗 療 .H日 赫 以外の絵査所見は、配颯日前6か月以内 (ただし、インターフェロン治瞭中の場合は
2 HDs抗 原.HDe流原、H日 3抗体以外の検査所見は、記載日前6か月以内 (ただし、インターフェロン治療中の場合は治療

a獣雛雰蟹管署憲i爵旨磐増:】Rヒ】織ちで、鑢 。さい。 Fn5,台 時)の資料に基づいて記載してください。
3記入編れのある場合は調定餞 いことがあるので、ご注意ください。



フ :リガナ

患者氏名

性男1 1          生年月日(年齢)

男・ま
昭
平

明
大 年  月  日 生  (満  歳)

住 所

邸便番号

電話番号       (     )

診断年月
昭和・平成

年 月

前医
〈あれば田
載する。)

医療機関名

医師名

現在の治療
現在の核酸アナログ製剤治療の有籠        1あ り  2な し
ありの場合、核酸アナログ製剤治療の継続の必要  1あ り  2な し

検査所見

1日型肝炎ウイル

スマーカー

(1)HDs抗 原
HBo抗原

"曰

8続体

(2)HBV― DNA定 曇

2血 腋検査
AST
ALT
血小板数

3画 像診断及び肝
生検などの所見
(特出すべき所見7Jtあ

れば記載する。)

核醸アナログ製厠治僚開始前のテータ

(検査 日:平成  年  月  日)

(該 当する方を0て回む。)

(+― )

(+‐ ―)

(■ ― ,

_  (単 位:   、測定法    )

(検査 日i平成  年  月  日)

___lu/1《 施級0薔串値:___～   }

=ツ1朧艦3搬=1」
〈検

=日
:平成  年  月  日)

直 返 の ア ー タ

(治療開始後3か月以内の者は記載不要,

(検蚕日i平成  年  月  日)

(該当する方を0て日む。,

(+― )

(十 一 )

(+ ― )

___(単 位:   .測 定法    )

(検査 日:平成  年  月  日)

___lu/,(施腱●It●はi___～ ___)
___lU/:価 崚の基準に ___～___)
___/μ (帥 二■に:___～_)

(麟
=曰

:平成 曰)

診 断

該当番艶 0で囲む
1慢性肝炎   (日型lT炎 ウイルスによる)

2代慣性肝硬変 (B型肝炎ウイルスによる〉
● 非代慣性肝硬変 (B型肝炎ウイルスによる)

治療内容

該当番号を0で日む.

1 エンテカビル単独
2ラミブジン単独
3アデホビル単独
4ラミブジン十アデホビル
5その他 (具体的に記載 してください。                  )

治療開始 Fl(予 定を含む。)平成   年   月   日

記載年月日 平成  年  月  日
医療機関名及び所在地

医師氏名 印

(注 )

(男雌 株式例2-4)

(別 紙標武例2-3)

肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請に係る診断書(新規)

肝炎治療受給者証(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療)の

‐
Ｎ
∞
―

(注)

寺1鯖甜言輔齢:聯醜[撤蠅臨脚騨職盤郡響
4記入渭れのある場合lt2定できないことがあるので、ご注意ください.

交付申請に係る診断書(新規)

フリガナ

思者氏名

性別 生年月日(年齢 ,

男 女
昭

平

明

大
年ど 日 備 歳)

住所

邸使溜・号

電話ヨト号       (     )

診断年月
成

月

平Ｉ

Ｆ
町
．

前厘
(あれば滉職す

る。)

医療機関名

医師名

現在の治察 翻僣輌 継続の必要 ::勢;:な[

検

査
所

見

1 日型肝炎ウイルス
マーカー及び血液検査
(1)Htts抗原
(2)HB●抗原

HBc院体
(3)HttV― DNA定量
(4)血液検査

AST
ALT
血小板数

核酸アナロ,製莉治僚開始前のデータ

(検査日:平成  年  月  日)

(該当する方を0で囲む。)

(+・ ―)

(■ ―〉
(■・―)

___(単位;   、測定法    )

__lU/1
__IU/1
__/μ l

___～   〉
―

」

―

～   〕

IE近のデータ
船療開始後3か月以内の者は記載不要)

(検査日:平成  年  月  日)

(該当する方を0で日む。)

(+・ ―)

(+・ ―)

(+・ ―)

___(単位:   、測定法    )

≡蝙朧:難:三J
2●型肝炎ウイルス
マーカー及び血液検査

インターフェロン滑妹開始前の讚当する所見を記入する.            ~
(検査日:平成  年  月  日)

恩|  " 麹缶
"

3回 慄 形 町 よ ひ lti
検などの所見
(特記すべき所見があ
れば記熙する。)

(薇鷲 ヨ:半屁   年  月  日)

診断

昌当番
=を

0で日む。
1 慢 生肝炎  (B型肝炎ウイルスによる)     4代 償断 硬す (B型 肝炎ウイルスによる)

3提1腫詳瞑責 撻豊F菱31ル曼離 8   '非
代債LRIn奎 o型肝炎ウイルスによう

肝がんの合併 肝が

'  1あ
り  2な し

治療内容

議当番
=を

0で□む.

1 インターフェロンcr理剤単独
2インターフェロンβ製剤は■
9ベ アインターフェロショ前単獅

ま1身:整:靴器鰐]割

フエオ カビル単独
Bラミブジン単独
9アデホビル理
10ラミブジン+アデホビル
1, その他(具体的に記颯してくオ謎い.)

(                   )

治療予定期間  週
(平成  年  月―平成 月 )年

治蒙開始日(予定を含む.)
平成  年  月

治療上のrpl題点

記厳年月日 ¬■  年  月  日
医療機関名及び所在地

医師 氏名            _

1診断書の有効期間は、記載日から起算して3か月以内です。
2記載日前3か月以内の資料に基づぃて記

“

してください。ただし「治擦開始前データ」については、核酸アナログ製剤治療中
の場合は、治療開始時の資料に基づいて記載してください。
3沿療開始前データが不明φ場合は、治療開始後、確認できる範囲内のもっとも古いデータを記載してください。
4記入漏れのある場合は認定できなぃことがぁるので、ご注意ください。



(別紙様式例 4-1)
(別紙株式例 3)

市町村民税額合算対象除外希望申請書

Ｉ
Ｎ
０１

(市町村民税額合算対象除外希望者・記載欄)

下記の者については、申請者本人との関係において配偶者に該当せず、

かつ、申請者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上・医療

保険上の扶養関係にない者であるため、所得階層区分認定の際の市町村

民税額の合算対象から除外することを希望します。

除外希望者氏名 (フ リガナ〉

申請者氏名 (フ リガナ)

記

(表 面 )

月T炎治療受給者証

( インターフェロン治療 ・ 核酸アナログ製剤治療 )

公費負担者番号

公 費 負 担 医 療
の 受 給 者 番 号

受

給

者

居  住  地

氏 名

生 年 月 日
巽軍      年      月     日生

 1男  ・ 女

疾 病 名

保は

険保

医険

療薬

機局

関

又

所 在 地

名 称

所 在 地

名 動
'

有

効

期

間

インターフェロン

治療

自 平成

至 平成

午

年

月

月

日

日

核酸アナロク・

製剤治療

自 平成     年      月      日

至 平成     年      月      日

担

額

負的

度

額月

限 円

都道府県知事名

及  び  印

交 付 年 月 日 平成     年      月      日



(別紙様式例 4-2)
(表 面 )

ｌ
ω
一―

(別 紙様式1714-3)

(表 面 )

肝炎治療受給者証

(核酸アナログ製剤治療 )

公費負担者番号

公 費 負 担 医 療
の 受 給 者 番 号

巽翌      年      月     日生

自 平成     年      月      日

三_■盛    年     月     日

月 額 自 己 負 担

限  度  額

都道府県知事名

及  び  印

交 付 年 月 日

肝 肝炎治療受給者証

インターフェロン治療)

公費負担者番号

含婁昼暑馨弯

受

給

者

居  住  地

氏 名

生 年 月 日
巽軍       年      月     日生

 1男  ・ 女

疾 病 名

保は

険保

医険

療薬

機局

関

又

所 在 地

名 称

所 在 地

名 勅(

有 効 期 間
自 平成     年      月      日

至 平成     年      月      日

月 IIF自 己 負 担

限  度  額 円

都道府県知事名

及  び  印

交 付 年 月 日 平 成 年 月
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(裏面)

肝炎治療特別促進事業

(目 的)

国内最大級の感染症であるB型ウイルス性肝炎及びC型 ウイルス性肝炎は、インター

フェロン治療及び核酸アナログ製剤治療によって、その後の肝硬変、月Tが んといった重

篤な病態を防ぐことが可能な疾患である。しかしながら、このインターフェロン治療に
ついては月額の医療費が高額となること、また、核酸アナログ製剤治療については長期

間に及ぶ治療にようて累積の医療費が高額となることから、早期治療の促進のため、こ

のインターフェロン治療及び核酸アナログ襲剤治療に係る医療費を助成し、患者の医療

機関へのアクセスを改善することにより、将来の肝硬変、月子がんの予防及び肝炎ウイル

スの感染防止、ひいては国民の健康の保持、増進を図ることを目的とする。

注意事項

1 この証を交付された方は、B型 ウイルス性肝炎及びC型 クイルス性,T炎を根治する

ために保険診療によリインターフェロン治療を受けた場合、あるいは、B型 ウイルス

性肝炎を治療するために保険診療により核酸アナログ製剤治療を受けた場合、この証

の表面に記載された金額を限度とする患者一部負担額を保険医療機関又は保険薬局に

対して支払うこととなります。

2 本事業の対象となる医療は、医療受給者証に記載された疾病に対するインターフェ

ロン治療、あるい|ま 、核酸アナログ製剤治療に限られていま九

3 保険医療機関又は保険薬局において診療を受ける場合、被保険者証、組合員証に添

えて、この証を必ず窓口に提出してください。

4 氏名、居住地、加入している医療保険、保険医療機関又は保険薬局に変更があつた

ときは、OO日 以内に、OOO知 事にその旨を届け出てください。

また、都道府県外へ転出する場合において、転出後も本証の交付を受けたい場合は、
転出日の属する月の翌月の末日までに本証の写しを転出先の都道府県知事に提出して

ください。

5 治癒、死亡等で受給者の資格がなくなつたときは、この言■を速やかにOOO知事に
返還してください。

6 この証を破損したり、汚したり又は紛失した場合は、OOO知 事にその旨を届け出

てください。

7 その他の問い合わせは、下記に連絡してください。

連絡先

○○○都道府県〇〇部〇〇課〇〇係 (TEL 000-000-0000)
又は000保 健所         (TEL 000-000-0000)

(月1紙様式例5)

年  月分 肝炎治療自己負担限度月額管理票
(イ ンターフェロン治療・核酸アナログ製斉」治療)

月額自己色担限度額          円

下記のとおり月額自己負担限度額l_4しました。

日 付 医療機関等の名称 確認印

月 日

日 付 医療機関等の名称 自己負担頼
月間自己負担額

累積額
自己負担額
徴収印

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月   日

月   日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

【医療機関等の方へ】
本票に記載された月額自己負担限度額は、インターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療を併用する方の場合

であっても、両恐廣に係る自己負担の合算額に対する1人当たりの限度額となりますので、こ注意ください。
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〇年0月 分 肝炎治療自己負担限度月額管理票
(イ ンターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療)

月額自己負担限度額  10 ooO  円

下記のとおり月額自己負担限度額に達しました。

【医療機関等の方へ】
本票に記戴された月額自己負担限度額は、インターフェロン治療と核酸アナログ製剤治藤を併用する方の場合

であつても、                                ので、ご注意ください。

日 付 医療機関等の名称 確認Fp

○月0日 OO病院 印

鴎
0月 △ 日

医療機関等の名称 自己負担額
月間自己負担額

累積額
自己負担額
徴収印

OO病院 5, 700 5, 700 印

○月□日○○薬局 2, 250 7, 950 印

○月O日 〇〇病院 2 050 10, 000 印

月   日 「 百 1
この病院での保険適用後の一部負担金(3割相当額)は4,300円 で

あつたが、患者は、2.050円を支払うことによって、当該患者の自己負
担限度額である10,000円に達するので、当該欄には「20501と記
入する。

月 日

月 日

―

|

|

―

―

鴎 一
J

●月 ◇日☆★病院 (核酸アナログ製剤治療 ) 2, 100 2, :00 印

● 月 0日 ☆★病院 (イ ンターフェロン治療+
核酸アナログ製剤治療)

7900 10, 000 印

月 日

この病院での保険適用後の一部負担金(3割相当額)は 19,600円
(ルターフコ粉 17500円 +核酸アナロク粉

'100円
)であつたが、患者は、7,

900円

“

ンターフェロン分7055円 (893%)十核酸アナロク分8`円 (■o7%))を
支払うことによつて、当該患者の自己負担限度額である10.000円 に
達するので、当該欄には「7900」と配入する。

月   日

月 日

月   日



各都道府県衛生主管部 (局)御中

事 務 連 絡

平成 23年 12月 22日

厚生労働省健康局疾病対策課

肝炎対策推進室

肝炎治療特別促進事業における運用の一部変更について

標記事業につきましては、日頃より御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

今般、本年 12月 2日 の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において、ペ

グイン トロン (皮下注用 50μ g/0 5ml用 、同 100 μ g/0.5ml用 及び同 150μ 3/0・ 5ml

用)及びレベ トール (カ プセル 2001ng)に ついて、両薬剤を併用した場合のC
型代償性肝硬変に対する効能追加が了承され、本 日、薬事承認・保険適用とな

りました。

これにより、ペグインターフェロン・ リバビリン併用療法のうち、ペグイン

トロン・レベ トール併用療法についても、C型代償性肝硬変に対して保険適用

となり、本事業の助成対象にも含まれることになりますので、御承知おきいた

だきますようお願いいたします。

なお、上記運用の一部変更に係る肝炎治療特別促進事業実施要綱等の改正は

ございません。また、肝炎治療受給者証の交付申請書と申請に係る診断書につ

きましては、現行の様式をそのまま使用して差し支えありません。

-33-



人

健疾発 1226第 1号

平成23年 12月 26日
肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱い

[瀾』獅6音健爆″%第』
1 医療給付の申請について

「感染症対策特別促進事業についてJ(平成 20年 3月 31日 健発第033100

1号厚生労働省健康局長通知)の別添 5「肝炎治療特別促進事業実施要綱J(以
下「実施要綱」という。)の 3に定める医療の給付を受けようとする者 (以 下
「申請者」という。)は、別紙様式例 1-1か ら1-4に よる肝炎治療受給者
証交付中請書 (以 下「交付申請書」という。)に 、別紙様式例 2-1か ら2-
6に よる肝炎 7n‐療受給青証の交付申請に係る医師の診断書、申請者の氏名が

記載された被保険者証等の写し、申請者及び申請者 と同―の世帯に属するす
べての者について記載のある住民票の写し並びに申請者及び中請者 と同一の

世帯に属する者の地方税法 (昭 和 25年法律第 226号 )の 規定による市町村
民税 (同 法の規定による特別区民税を含む。)の課税年額を証明する書類を添
えて、中請者が居住する者F道府県知事に申請するものとする。
ただし、例外的に助成期間の延長が必要となる受給者については、一定の

要件をiYたす Z、 要があるため、あらかじめ、当該受給者から別紙様式例 1-
5に よる有効期間延長申請書を提出させるものとする。また、副作用等の要

因により受給者証の有効期間延長が必要となる受給者については、当該受給
者から別紙様式例 1-6による有効期間延長申請書を提出させるものとする。

なお、核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続が必要と認める

場合、更新の申論を行 うことができるものとする。

2 対象患者の認定について

都道府県知事は、実施要綱の 7に定める認定を行 う際には、認定協議会 (以

下 「協議会」とい う。)に意見を求め、別添 1及び別添 2に定める対象患者の

認定基準 (以 下「認定基準」という。)に より適正に認定するものとする。

3 自己負担限度を員階層区分の認定について '
自己負IR限度額階層区分については、申請者が属するl■ 民票上の世帯のす

べての構成員に係る市町村民税課税年額を合算 し、その額に応 じて認定する
ものとする。

ただし、中請者及びその配 lFI者 と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養

関係にない者 (配 lr5者 以外の者に限る。)に ついては、中請者からの申請 (別

各都道府県衛生主管部 (局)長 殿
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厚生労働省健康局疾病対策課

{]〔き]]

「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について

標記事業については、平成20年 3月 31月 健疾発第03310o3号本職通
知「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱い」により行われているところである
が、今般、その一部を別添「新旧対照表」のとおり改正し、平成23年 12月 26日
より適用することとしたので通知する。

なお、新たに対象医療としたペグインターフェロン、 リバビリン及びテラプレ

ビル 3剤 併用療 法 に対す る医療給付 の 申請 につ いては、特例的な取扱
いとして、平成23年度末日までに申請した者について、平成 23年 11月 25日 '

(テ ラプレビルの薬価収載 日)ま で遡及する取扱いとして差し支えないものとす

る。



紙様式例 3)に基づき、当該世帯における市町村民税課税午額の合算対象か              票に記載するものとする。当該月の自己負担の累積額が自己負担限度月額に

ら除外することを認めることができるものとする。                           達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。

なお、平成 24年度以降分の市町村民税課税年額の算定にあたって l‐l、 「控               なお、当該自己負担限度月額 ft、 インターフェロン治療 と核酸アナログ製

除廃上の影響を受ける制度等 (厚生労lpJ省 健康局所管の市」度に限る。)に係る              剤治療を併用する者の場合であつても、両治療に係る自己負担の合算額に対

取扱いについて」 (平成 23年 12月 21日 健発1221第8号厚生労働省健康局              する 1人 当たりの限度月額として取 り扱 うものであること。

長通知)に より計算を行 うものとする。                             (4)受 給者から、当該月の自己負担の累積額が自己負担限度月額に達した旨の

記載のある管理票の提出を受けた保険医療機関等は、当該月において自己負
4 肝炎治療受給者証の交付等について                                  担額を徴1収 しないものとする。

(1)肝炎治療受給者証

都道府県知事は、対象患者を認定したときは、速やかに当該患者に対 し、             7 都道府県外へ転出した場合の取扱いについて

別紙様式例 4-1か ら4-4に よる肝炎治療受給者証 (メ 下 「受給者 ll」 と               受給者証を所持する息者 (以下 f受給者Jと いう。)が 、都道府県外へ転出
いう。)を交付するものとする。                                   し、転出先において t〉 引き続き当該受給者証の交付を受けようとする場合に

(2)交付中請書等の取扱い                                     は、転出日の属する月の翌月末日までに、転出前に交付されていた受給者証

都道府県知事は、交付申請書を受理したときは受理した日 (以 下「受理日J               の写し等を添えて転出先の都道府県知事に届け出るものとする。転出先の都
という。)か ら速やかに当該中請に対し、その可否を決定し、否とした場合に              道府県は、当該届出を受理 した旨を転出元の都道府 l・Iに伝達するとともに、

は具体的な理由を付 してその結果を申請者に通知するものとする。                    転出日以降、費用を負担するものとする。

(3)肝炎治療受給者証の有効期間                                   なお、この場合における受給者証の有効期間は、転lJ前 に交付されていた

受給者証の有効期間は 1年以内で、治療予定期間に即 した期間とし、原則              受給者PIの 有効期間の終期までとする。

1       として交付中請書の受理日の属する月の初日から起算するものとする。
輌                                                       8 対象医療及び認定基準等の周知等について

1

5 対象患者が負担すべき額について                                  都道府県知事は、本事業の適正な運用を確保するために保険医療機関等に

(1)実 施要綱の 6の (2)の アにより対像患者が保険医療機関等 (健康保険法              対 して本事業の対象医療及び認定基準等の周知に努めなければならない。
(大正 11年法律第 70号 )に規定する保険医療機関又 lま保険薬局をい う。               また、都道府県は、保険医療機関等に対 して定期的な指導・助言を行 うよ

以下同じ。)に支払うべき額が、実施要綱の 6の (2)のイに定める額 (以下               う努めるとともに、適正な治療が実施されていない保険医療機関等に対して、
「自己負担限度額」という。〉に満たない場合は、その全額を負担すべきもの              本事業における適正化の推進に必要な措置を静iじ るものとする。
とする。

(2)高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和 57年法律第 80号 )の規定によ            9 その他

る被保険者については、同法上の患者負担額の範囲内で、実施要綱の 6の (2)               都道府県知事は、必要に応 じて、本事業のより効果的な■in用 に資するため

のイに定める額を限度とする一部負担が生じるものとする。                       の情報収集等を行 うことができるものとする。

6 自己負担限度月額管理の取扱い

(1)都道府県知事は、受給者に対し、別紙様式例 5に よる肝炎治療自己負担限

度月額管理票 (以下 「管理票」という。)を交付するものとする。

(2)管理票の交付を受けた受給者は、肝炎治療を受ける際に受給者証 とともに

管理票を保険医療機関等に提示するものとする。

(3)管理票を提示された保険医療機関等は、受給者から自己負担額を徴収 した

際に、徴収 した自己負担額及び当月中にその受給者が肝炎インターフェロン

治療及び核酸アナログ製剤治療について、支払った自已負 1■ の累積額を管理




